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�○血圧降下作用を有する物質を液体調味料に配合した場合に風味変化を改善すると

いう課題を解決する「液体調味料の製造方法」という名称の本件発明について，明細書

の発明の詳細な説明には，請求項に記載のアンジオテンシン変換阻害活性を有するペプ

チドを本件発明における血圧降下作用を有する物質として使用した場合の実施例の記載

がないなどの事情から，本件明細書に接した当業者は本件発明のうち当該ペプチドを使

用する場合を包含する発明が当該課題を解決できると認識することができるとはいえ

ず，サポート要件を満たさないとした事例�

（関連条文）特許法３６条６項１号  

 

被告は，「液体調味料の製造方法」という名称の発明について特許（本件特許）

を受けていたが，原告から無効審判請求を受けたため，本件特許に係る発明を，

①アンジオテンシン変換阻害活性を有するペプチド（ＡＣＥ阻害ペプチド）とコ

ーヒー豆抽出物から選ばれる少なくとも１種の血圧降下作用を有する物質を生

醤油に混合して加熱する液体調味料の製造方法（請求項１～５），②コーヒー豆

抽出物を生醤油に混合して加熱する液体調味料の製造方法（請求項６～８）及び

③これらの方法により製造された液体調味料（請求項９）とする訂正をした（本

件訂正）。原告（審判請求人）は，本件明細書には適切な実施例の記載がないか

ら，本件訂正が新規事項の追加に該当し，また，本件明細書が実施可能要件及び

サポート要件を満たさないものであると主張したが，特許庁は，当該主張をいず

れも斥けた（本件審決）。そこで，原告は，本件審決の取消しを求めて本件訴え

を提起した。  

本判決は，本件訂正が適法にされ，本件明細書が実施可能要件を満たすもので

あるとした一方，サポート要件について次のとおり判示して，本件審決のうち上

記①（請求項１～５）及び③（請求項９）に係る部分を取り消した。  

本件発明は，血圧降下作用を有する物質を液体調味料に配合した場合に，風味

変化を改善するという課題を解決するものである。そして，本件明細書の発明の

詳細な説明には，コーヒー豆抽出物を本件発明における血圧降下作用を有する物

質として液体調味料に混合して加熱処理した場合に，液体調味料の風味変化を改

善し，もって本件発明の課題を解決できることが実施例をもって記載されている

から，この場合に本件発明の課題を解決することができることが示されている。 



他方，本件明細書の発明の詳細な説明には，ＡＣＥ阻害ペプチドを本件発明に

おける血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混合して加熱処理した場

合の実施例の記載がない。また，本件明細書の発明の詳細な説明において実施例

について記載のある他の物質は，いずれもＡＣＥ阻害ペプチドと共通する化学構

造又は風味を有するものではないから，これらの実施例の記載から，ＡＣＥ阻害

ペプチドを使用した場合に本件発明の課題を解決できることを示したことにな

らない。したがって，本件明細書の発明の詳細な説明に接した当業者は，血圧降

下作用を有する物質としてＡＣＥ阻害ペプチドを使用した場合を包含する請求

項１ないし５及び９の発明が，液体調味料の風味改善という課題を解決できると

認識することができるとはいえず，また，当業者が本件出願時の技術常識に照ら

して本件発明の課題を解決できると認識できることを認めるに足りる証拠もな

い。  

よって，請求項１ないし５及び９の発明は，サポート要件を満たすものとはい

えない。  


